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証券コード　4351
2020年３月９日

株 主 各 位
神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号

株式会社山田債権回収管理総合事務所
代表取締役社長 山 田 晃 久

第39回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第39回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2020年３月26日（木曜日）午後５時30分（当社営業終了時刻）までに到着するようご返
送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年３月27日（金曜日）午前10時(受付開始　午前９時30分)
２．場 所 神奈川県横浜市西区北幸一丁目３番23号

横浜ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ　４階　「清流」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第39期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第39期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 会計監査人選任の件
第５号議案 取締役の報酬額決定の件
第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以　上
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ

げます。
本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につき

ましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　
https://www.yamada-servicer.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には記載しておりま
せん。従いまして、本招集ご通知書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人又は監査役が会
計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.yamada-servicer.co.jp）に掲載させていただきます。

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申
しあげます。
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株主各位
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで）

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度（2019年１月１日～2019年12月31日）におけるわが国経済は、世界経済

が全般的に勢いを欠き、外需に弱さがあるなか、内需を中心に底堅く推移しています。特に企
業収益が高水準を維持し、人手不足を背景とした合理化・省力化投資や、老朽化に伴う維持・
更新投資が堅調であり、設備投資は増加基調が続いています。

個人消費は、消費税率引上げ前の駆け込み需要が限定的であったことや、軽減税率の導入、
教育無償化の実施等により家計の実質所得はプラスを維持できており、引き続き良好な雇用情
勢と賃金上昇もあり、緩やかな回復が持続しています。

不動産市況は、基準地価（2019年７月１日時点）においても前年比0.4％の上昇となり、
２年連続でプラスとなりました。三大都市圏以外の地方圏でも、商業地が28年ぶりに上昇し
ましたが、けん引役は交通利便性の高い住宅地や訪日客らのホテル需要が見込まれる商業地
で、その他の場所との二極化が続いています。特に、都市部ではマンション用地が不足し、周
辺の住宅地にも上昇が波及している状況となっています。

本年１月から12月の新設住宅着工戸数は、約90万５千戸と前年比4.0％減、持家及び分譲
住宅では増加が見られたものの、全体では６ヶ月連続のマイナスとなっており、特に金融機関
の厳格な審査が続く貸家については、16ヶ月連続で減少しています。

全国銀行が抱える不良債権は、2019年３月期で6.7兆円と前年同月と比べ横ばいとなって
います。その要因には、企業業績の拡大による景気の底上げ以外にも、金融機関が過剰債務を
抱えた企業に対し、引き続き返済条件の緩和に応じていることが挙げられます。

このため当面の倒産動向は、増減を繰り返しつつ低水準で推移すると思われますが、金融機
関は目利きも問われる中、融資先の事業性評価を実施しており、今後は事業の将来性や経営改
善の見込みがより厳格に評価される見通しです。従って、金融機関の融資先に対する支援姿勢
が変化し、最終処理を先延ばしにしている融資先も、倒産へと移行が進むものと思われます。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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また、これまでの不況型の倒産の他、後継者不足や従業員の退職による人手不足が深刻度を
増し、企業のコスト負担増による倒産もみられ、先行き不透明感がさらに強まる中、企業倒産
は増加基調をたどっています。

不良債権ビジネスにおいては、金融機関等が実施するバルクセールは依然として低水準にあ
り、債権買取価格は引き続き高騰しています。

このような環境下、当社グループは、「顧客第一主義」を経営理念に掲げ、「不動産・債権
の取引のワンストップサービスの提供会社」をビジネスモデルとして、サービサー事業、派遣
事業、不動産ソリューション事業を展開してまいりました。

連結の売上高につきましては、サービサー事業において購入済債権からの回収がずれこんだ
ものの、派遣事業が堅調に推移するとともに、不動産ソリューション事業において底地等の売
却が進んだため、前期比115百万円の増加となりました。

販売費及び一般管理費は、バルク債権残高に対する貸倒引当金繰入額が前年に比べ14百万
円増加したこと等により、営業損失は250百万円となりました。

一方、事業承継ファンドに出資した案件において、対象先の一部事業の整理等が順調に進
み、持分法による投資利益として営業外収益に497百万円を計上することができました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高が2,154百万円（前年比5.7％増）とな
り、営業損失は250百万円（前年営業損失194百万円）、経常利益は335百万円（前年経常損
失161百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は575百万円（前年親会社株主に帰属する
当期純損失171百万円）となりました。

セグメントの経営成績は次のとおりであります。

（サービサー事業）
サービサー事業においては、当期に見込んでいた大口債権の回収がずれ込んだこと、さら

に既存の債権からの回収も予定よりずれ込んだため売上高は393百万円（前年比19.2％
減）、セグメント利益は16百万円（前年比85.0％減）となりました。

一方、買取債権については順調に購入することができました。

（派遣事業）
派遣事業は、派遣先の主要取引先である金融機関からの業務量が増加するとともに、グル

ープ内の派遣先、派遣人員の増加もあり、売上高は1,329百万円（前年比2.8％増）、セグ
メント利益は182百万円（前年比6.9％増）となりました。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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（不動産ソリューション事業）
不動産ソリューション事業においては、今期購入した底地も含め、順調に売却が進み、売

上高は459百万円（前年比55.3％増）、セグメント利益は20百万円（前年比847.0％増）
となりました。一方、新規の底地購入等の仕入れは、多方面に積極的に営業を展開し、複数
の引き合い案件があり、相応の購入ができました。また、新たな仕入についても現在商談中
のものが複数あります。

②　設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況
当連結会計年度中に、事業資金として、金融機関より短期借入金として2,400百万円の調達

を実施しました。
その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

－ 4 －

当事業年度の事業の状況
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第 36 期
(2016年
12月期)

第 37 期
(2017年
12月期)

第 38 期
(2018年
12月期)

第 39 期
(当連結会計年度)
(2019年
12月期)

売 上 高(千円) 2,657,081 2,088,635 2,038,584 2,154,360

経 常 利 益 ( △ 損 失 )(千円) 520,236 81,195 △161,607 335,204

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 ( △ 損 失 )(千円) 445,719 66,727 △171,806 575,742

１ 株 当 た り 当 期
純 利 益 ( △ 損 失 ) (円) 104.63 15.66 △40.33 135.16

総 資 産(千円) 10,231,324 4,160,741 3,791,133 6,220,483

純 資 産(千円) 3,029,643 2,948,490 2,695,397 3,263,546

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 672.66 692.18 632.77 766.15

（注）　第39期（当連結会計年度）の状況につきましては、前記「⑴　当連結会計年度の事業の状況」に記載の
とおりであります。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
(ⅰ)　親会社との関係

当社の親会社は司法書士法人山田合同事務所、土地家屋調査士法人山田合同事務所、他１社
であります。

当社代表取締役山田晃久は、2008年９月１日付で司法書士法人山田合同事務所及び土地家
屋調査士法人山田合同事務所の社員に就任しており、両法人に対してそれぞれ出資を行ってお
ります。

山田晃久は両法人の緊密な者に該当し、かつ同氏は当社の議決権の64.35％（同意している
者の議決権及び間接保有を含む。）を保有しているため、両法人は当社の親会社に該当し、ま
た、同氏は当社の親会社等に該当しております。

－ 5 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況
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(ⅱ)　親会社等との間の取引に関する事項
当社は2009年７月１日より、司法書士法人山田合同事務所及び土地家屋調査士法人山田合

同事務所への派遣事業を開始し、2012年６月末をもって派遣受入期間（派遣法第40条の２・
第３項）が満了したため一時休止しておりましたが、2013年９月１日より派遣事業を再開い
たしました。

当連結会計年度において同各法人に対し総額1,088,947千円（売上高）の取引があります。
労働者派遣業務報酬は、派遣労働者の人件費に一定割合を乗じて決定しております。
料率は、大手の労働者派遣事業者の料率を勘案して同水準となるよう検討し決定しておりま

す。
当社取締役会は、このような取引条件を把握し、当社グループの利益を害するものではない

ことを確認したうえで、取引の適正性・妥当性を判断しております。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 山 田
資 産 コ ン サ ル 200,000千円 100.0％ 不動産の買取・販売業務、不動産仲介業

務

ワイエスインベストメント
株 式 会 社 300,000 100.0 サービサー業務に関連するファンド等へ

の投資

株 式 会 社 山 田 知 財 再 生 3,000 100.0 知的財産権に関する業務

（注）当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

－ 6 －

重要な親会社及び子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
当社グループは、「公正」、「中立」、「迅速」な業務を通じて、社会発展に貢献すること

を使命とし、山田グループの主力である登記、測量業務との連携による他社にない「不動産・
債権の取引のワンストップサービスの提供会社」のビジネスモデルをより一層発展させ、お客
様や株主様から「必要とされる会社、選ばれた会社」、「安心・満足を提供し続ける会社」と
して「山田ブランド」の知名度向上とその浸透を目指してまいります。具体的には次の課題に
取組んでまいります。
①　「独立系」サービサー会社として役割・機能の充実

「独立系」サービサー会社として、今後もメガバンク、外資系・地域金融機関等との適切
な距離のもとで役割・機能を発揮し、サービシング等の取引を拡大してまいります。

②　事業再生のための投融資業務の取組みならびにコンサルティング機能の強化
中堅・中小企業の事業再生に向けて、出口を見据えた適切な融資、不動産の取得、不動産

賃貸、投資等を複合的に組み合わせるとともにコンサルティング機能を充実させ、事業再生
支援の取組みを積極的に行ってまいります。

③　個人再生のための不動産買取、賃貸業務の取組み強化
住宅ローンあるいは不動産担保ローン等で過剰な債務を抱えた給与所得者の再生に向けて、

不動産の取得、不動産賃貸等を組み合わせた個人再生支援への取組みを積極的に行ってまい
ります。

④　派遣事業の取組み強化
派遣事業は、従来の労働者派遣事業に加え、多様化する派遣先のニーズに対応するため、

2019年9月に厚生労働大臣より職業安定法に基づく有料職業紹介業の許可を取得し、当該事
業に係る兼業承認も法務大臣から取得しました。教育・研修の充実による人材のスキルアッ
プに引き続き注力するほか、有給休暇取得の推進などの働き方改革を加速させ、人材の採用
強化、定着に努めてまいります。

⑤　環境の変化に対応して、核となるビジネスの再構築への取組み強化
環境の変化に動じない強靭な財務体質を目指し、サービサー事業及び派遣事業に次ぐ収益

の柱を構築するため、山田グループ各社と連携して、成長分野である高齢化社会のニーズ等
を的確に捉えたコンサルティングビジネスに注力してまいります。その中核を担う不動産ソ
リューション事業を一層強固なものにするため経営資源を積極的に投入し、体制を整えてま
いります。

－ 7 －

対処すべき課題
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⑥　「人財」の活用と専門能力のアップ、事務処理能力の高度化
当社グループの企業価値の源泉である「大量」、「迅速」に「専門的」な事務をこなす「事

務処理能力」の高さは、「専門的能力」を持った「人財」と当社の事務処理体制にあります。
より一層の「人財」の活用と専門的能力のアップならびに事務処理能力の高度化、効率化に
今後も積極的に取組んでまいります。

⑦　多面的業務提携の推進
当社グループとの親密な取引関係のある株式会社青山財産ネットワークス様や、株式会社

日本Ｍ＆Ａセンター様、総合金融サービスプロバイダーである株式会社青山綜合会計事務所
様をはじめ、特色あるお取引先と引き続き多面的な業務提携を推進し、取引機会の拡大に取
組んでまいります。

⑧　山田グループ各社との連携強化
当社グループは、山田グループ各社が提供するサービスを最大限に活かし、従来からのビ

ジネスモデルである「不動産・債権の取引のワンストップサービスの提供会社」にさらに磨
きをかけることで、これからも収益・利益の底上げを図ってまいります。また、山田グルー
プ各社が長年培ってきた有形無形の経営資源を今後も維持活用することで、他社に例をみな
い企業集団を形成してまいります。

⑨　内部統制の充実とコンプライアンス
会社法・金融商品取引法等で求められる高度な企業のコンプライアンス、リスクマネジメ

ント、コーポレート・ガバナンスに対応すべく、内部体制の整備・強化に取組んでまいりま
す。

内部統制の整備・強化につきましては、内部統制の目的を有効かつ効率的に達成すること
が必要であると考え、経営環境の変化に合わせて、継続的な改善と有効性の評価を行ってま
いります。

－ 8 －

対処すべき課題



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2020/03/02 11:54:31 / 19591246_株式会社山田債権回収管理総合事務所_招集通知（Ｃ）

⑸　主要な事業内容（2019年12月31日現在）
当社グループは、サービサー事業（債権の管理回収業務、事業再生支援業務）、派遣事業（労

働者派遣業務、有料職業紹介業務）ならびに不動産ソリューション事業（不動産の売買・賃貸・
コンサルティング業務）を主な事業としております。

⑹　主要な営業所及び工場（2019年12月31日現在）
①　当社の主要な営業所

名　　称 所　　在　　地

本 社 神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号
横浜ＳＴビル

東 京 支 店 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
国際ビル

②　子会社の主要な営業所
名　　称 所　　在　　地

株 式 会 社 山 田 資 産
コ ン サ ル

神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号
横浜ＳＴビル

ワ イ エ ス イ ン ベ ス ト メ ン ト
株 式 会 社

神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号
横浜ＳＴビル

株 式 会 社 山 田
知 財 再 生

東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
国際ビル

－ 9 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場
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⑺　使用人の状況（2019年12月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
サ ー ビ サ ー 事 業 17 （3）名 4名減　  （－）
派 遣 事 業 200（12）名 5名増（5名増）
不 動 産 ｿ ﾘ ｭ ｰ ｼ ｮ ﾝ 事 業 1（－）名 －　　 （－）
そ の 他 の 事 業 －（－）名 －　　 （－）
全 社 （ 共 通 ） 18 （3）名 6名増　  （－）

合　　　計 236（18）名 7名増（5名増）

（注）１．使用人数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
２．上記の他、他社への出向者が２名おります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

235(18)名 7名増（5名増） 43.1歳 7.08年

（注）１．使用人数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
２．上記の他、他社への出向者が２名おります。

⑻　主要な借入先の状況（2019年12月31日現在）
借　　　入　　　先 借　　　入　　　額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 　　　　　　　　　　　　　　410百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 　　　　　　　　　　　　　　500

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 　　　　　　　　　　　　　　300

株 式 会 社 北 陸 銀 行 　　　　　　　　　　　　　　300

株 式 会 社 静 岡 銀 行 　　　　　　　　　　　　　　300
（注）１．当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、主要取引銀行６行と総額29億円の当座貸越契

約を締結しております。
２．当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は18億１千万円であります。

－ 10 －

使用人の状況、主要な借入先の状況
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2019年12月31日現在）

①　発行可能株式総数 15,072,000株
②　発行済株式の総数 4,268,000株
③　株主数 2,633名
④　大株主（上位10名）
株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

山 田 晃 久 1,494千株 35.09％

有 限 会 社 ヤ マ ダ 1,070 25.12

株 式 会 社 横 浜 銀 行 210 4.93

山 　 田 　 由 紀 子 176 4.13

星 川 　 輝 176 4.13

株 式 会 社 青 山 財 産 ネ ッ ト ワ ー ク ス 84 1.99

柴 山 コ ン サ ル タ ン ト 株 式 会 社 52 1.22

株 式 会 社 サ エ ラ 50 1.17

百 渓 直 司 42 0.99

今 　 秀 信 35 0.82

（注）持株比率は自己株式（8,367株）を控除して計算しております。

⑵　新株予約権等の状況
①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2019年12月

31日現在）
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

－ 11 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2019年12月31日現在）
氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

山 田 晃 久 代 表 取 締 役 社 長

司法書士法人山田合同事務所社員
土地家屋調査士法人山田合同事務所社員
株式会社山田資産コンサル代表取締役
有限会社ヤマダ代表取締役
ワイエスインベストメント株式会社代表取締役
株式会社山田エスクロー信託取締役会長
株式会社山田知財再生代表取締役
山田事業承継・Ｍ＆Ａ株式会社代表取締役
一般社団法人全国サービサー協会理事長
特定非営利活動法人こくみん再生支援ネットワ
ーク代表理事

山 﨑 祐 民 常務取締役統括本部長 兼 
営業本部長

株式会社山田資産コンサル取締役
ワイエスインベストメント株式会社取締役
株式会社山田エスクロー信託取締役
株式会社山田知財再生取締役
司法書士法人山田合同事務所顧問
土地家屋調査士法人山田合同事務所顧問

米 田 　 豊 取締役営業副本部長 兼 東
京支店長

司法書士法人山田合同事務所顧問
土地家屋調査士法人山田合同事務所顧問

田 中 光 行
取締役管理本部長 兼 総務
部長、個人情報保護管理担
当、コンプライアンス担当

ワイエスインベストメント株式会社取締役
株式会社山田知財再生取締役
株式会社ワイ・エス・シー監査役

大 谷 明 弘 取 締 役 大谷・佐々木・棚田法律事務所パートナー弁護士
権 田 修 一 取 締 役 東京富士法律事務所パートナー弁護士

江 尻 秀 行 常 勤 監 査 役

株式会社山田資産コンサル監査役
株式会社山田エスクロー信託監査役
山田事業承継・Ｍ＆Ａ株式会社監査役
株式会社ワイ・エス・シー取締役

安 藤 　 匡 監 査 役 税理士法人トップ会計事務所代表社員

－ 12 －

会社役員の状況
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氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

小 松 誠 志 監 査 役
小松誠志税理士事務所開業税理士
文京学院大学大学院客員教授
青山学院大学専門職大学院非常勤講師

（注）１．取締役大谷明弘氏及び権田修一氏は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役大谷明弘氏及び権田修一氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査役安藤匡氏及び小松誠志氏は、社外監査役であります。
４．監査役安藤匡氏及び小松誠志氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、2019年３月28日開催の第38回定

時株主総会において補欠監査役を１名選任しております。
補欠監査役　吉田　宏次

②　取締役及び監査役の報酬等
イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

6名
（2）

150,234千円
(5,958)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

4
（2）

17,490
(5,200)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

10
（4）

167,724
(11,158)

（注）１．上記には、2019年３月28日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名を含
んでおります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、2019年３月28日開催の第38回定時株主総会において、年額240百万円以

内と決議いただいております。
４．監査役の報酬限度額は、2004年３月26日開催の第23回定時株主総会において月額４百万円以内と

決議いただいております。
５．上記の支給額には、以下のものが含まれております。

当該事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額20,277千円（取締役６名分18,945千円（うち
社外取締役２名分458千円）、監査役４名分1,331千円（うち社外監査役２名分400千円))

－ 13 －

会社役員の状況
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６．当事業年度において、社外役員が当社の親会社等又は当社親会社等の子会社等（当社を除く）から支
給された役員報酬等はありません。

ロ．当事業年度に支払った役員退職慰労金
　当社は、2019年3月28日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって退任する監査役1名に対
し、役員退職慰労金を贈呈することを決議しており、5,472千円を支給しております。

－ 14 －

会社役員の状況
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③　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役大谷明弘氏は、大谷・佐々木・棚田法律事務所のパートナー弁護士でありますが、
当社と同事務所との間には重要な取引関係はありません。

・取締役権田修一氏は、東京富士法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と同事
務所との間には重要な取引関係はありません。

・監査役安藤匡氏は、税理士法人トップ会計事務所の代表社員でありますが、当社と同事務
所との間には重要な取引関係はありません。

・監査役小松誠志氏は、小松誠志税理士事務所開業税理士、文京学院大学大学院客員教授及
び青山学院大学専門職大学院非常勤講師でありますが、当社と各兼職先との間には重要な
取引関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 大 谷 明 弘
当事業年度に開催された取締役会26回のうち25回に出席し、弁護
士としての豊富な経験に基づき、専門的な見地から必要な発言を適
宜行っております。

取締役 権 田 修 一

同氏は2019年３月28日開催の第38回定時株主総会において社外
取締役に選任されており、就任後に開催された取締役会19回のうち
18回に出席し、弁護士としての豊富な経験に基づき、専門的な見地
から必要な発言を適宜行っております。

監査役 安 藤 　 匡

当事業年度に開催された取締役会26回のうち26回、監査役会16回
のうち16回のそれぞれに出席し、税理士としての豊富な経験に基づ
き、専門的な見地から、取締役会ならびに監査役会において必要な
発言を適宜行っております。

監査役 小 松 誠 志

当事業年度に開催された取締役会26回のうち25回、監査役会16回
のうち15回のそれぞれに出席し、税理士としての豊富な経験に基づ
き、専門的な見地から、取締役会ならびに監査役会において必要な
発言を適宜行っております。

－ 15 －

会社役員の状況
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

②　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額 33百万円

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の
額にはこれらの合計額を記載しております。

③　会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意をした理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴

取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積
の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行
っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役会が監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び
その理由を報告いたします。

－ 16 －

会計監査人の状況
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⑸　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
①　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役の職務執行に係る文書・情報については文書管理規程及び情報システム関連規
程等に従って、適切に作成、保存又は廃棄する。

ロ．保存期間は、文書･情報の種類、重要性に応じて社内規程に規定された期間とする。
ハ．取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書・情報を閲覧し得るものとする。

②　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、当社グループ全体のリ

スク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対
策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部専門家の助言を得て迅速な対応を行い、損害の
拡大を防止しこれを最小限に止めることとする。また、取締役会は、毎年、リスク管理体
制について見直しを行う。

③　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社は、取締役の職務執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程におい

て、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定め、効率的に職務の
執行が行われる体制を整える。

ロ．当社の取締役会は、毎月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締
役会を開催し、経営基本方針・戦略を始めとし、経営上重要な意思決定を機動的に行い、
業績の進捗状況、業務の執行状況の効率性について報告するものとする。

ハ．当社は、すべての取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、３事業年度を期間
とする中期計画及び単年度計画の目標達成に向けて具体策を立案・実行するものとする。

④　当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
イ．当社は、当社グループ共通の社是、経営理念、経営方針に基づき、代表取締役が繰り

返しその精神を役職員へ伝え、また教育・研修を通して、法令及び定款等の遵守をあら
ゆる企業活動の前提とすることを徹底するものとする。

ロ．当社は、行動規範とコンプライアンス規程に基づき、社外取締役である弁護士も参加
するコンプライアンス委員会において当社グループ全体のコンプライアンスに関する体
制・規程・年度計画･研修計画等を審議するほか、内部通報制度の運用等を討議する。ま
た、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を中心にコンプライアンスの推
進強化・徹底を図る。
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ハ．当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断す
るとともに、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と密接に連携し、
当社グループを挙げて毅然とした態度で対応することとする。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社の経営について、子会社の自主性を尊重しつつ、当社における関係会
社管理規程に基づき、重要な事項については事前に協議するとともに、経営内容を的確
に把握するために報告事項を定め、定期的に報告を受ける。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等について、リスク管理につ

いて定める関連規程等に基づき、リスクマネジメントを行う。また、取締役会は、毎年、
リスク管理体制についても見直しを行う。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グル

ープにおける位置づけ等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される
体制が構築されるよう監督する。

当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程そ
の他各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織
的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

当社は、法令及び定款に適合することを確保するための子会社の内部監査は、当社の
内部監査室が、関連規程等に基づき実施し、検証及び助言を行う。また、当社監査役に
おいて子会社の監査役と意見交換を行い連携する。

⑥　監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数及び求

められる資質について、監査役と協議の上、適任と認められる人員を配置する。
ロ．前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外
からの指揮命令は受けない。また、監査役の職務を補助すべき使用人の任命･異動･人事
評価及び懲戒等については、監査役の意見を尊重する。

－ 18 －
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ハ．当社の監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役に専属することとし、他の業務を一切兼

務させないことにより、監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保
する。

ニ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に
関する体制

取締役及び使用人は、当社や子会社の事業の状況、コンプライアンスやリスクマネジ
メントなどの内部統制システムの整備及び運用の状況、内部通報の状況及び事案の内容
その他あらかじめ協議決定した事項などを監査役に定期的に報告する。

また、内部監査室は、その監査計画や監査結果を監査役に定期的に報告する。
さらに、内部通報があった場合、内部通報制度を担当する部署は内部通報の記録を監

査役に報告する。
ホ．報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報

告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの
役員及び使用人に周知徹底する。

ヘ．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事
項

当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用
の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費
用又は債務を処理する。

⑦　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の

環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
また、監査役は必要に応じ、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、会計監査人

から定期的に会計監査に関する報告を受けて意見交換を行う。
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⑧　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社の取締役会は、取締役６名（うち、社外取締役２名）で構成されており、その取締

役会には取締役及び監査役が出席して、各取締役から業務執行状況の報告が行われるとと
もに、重要事項の審議・決議を行っております。

取締役会において社外取締役（２名）は、独立した立場から決議に加わるとともに、弁
護士としての豊かな経験と見識から客観的視点で当社の経営に対する監督を行い、社外監
査役（２名）は、税理士としての財務及び会計に関する高度な専門知識を有しており、そ
れらを監査に反映することで当社の監査体制の強化を図っております。

監査役会は３名（うち、社外監査役２名）で構成されており、監査役会において定めた
監査方針・監査計画に基づき監査を行っております。また、監査役が取締役等の業務執行
の状況やコンプライアンスに関する問題点を監視する体制を整備し、月に１回開催する定
例監査役会において、常勤監査役からの日常業務レベルでの監査状況の報告をはじめとし
て監査役相互による意見交換を行っております。この他、内部監査室との協働監査の実施
や内部監査室及び会計監査人との意見交換などを行い、監査の実効性の向上を図っており
ます。

また、当年度の運用状況としては、取締役の執行が効率的に行われることを確保するた
め、社内規程の全面的見直しが必要であるとの認識の下、ワーキングチームを組成し、重
要性に基づく優先順位を定めて職務権限規程等基本規程の見直し・検討を実施しました。
また、内部監査による指摘等を契機として、サービサー業務の専門性を高め、業務の適正
化・明確化を図るために「回収業務基準書」の改訂を実施しました。

当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための取組みとして、
主として山田グループ内の関連当事者取引の厳正な運営管理が重要であるとの認識の下、
役員・従業員に対して「関連当事者取引要領」の周知徹底・運用定着化を図るとともに取
引実績の集計結果を定期的に取締役会に報告しております。

法務省の認可を受けたサービサー会社の責務を全社員が認識し、コンプライアンス体制
の維持及びリスク管理につとめ、役員・従業員一体となったコンプライアンス研修のほか、
事業部門ごとの勉強会を実施しております。また、毎月実施される当社グループの幹部管
理職会議では、部門ごとのリスク発生状況の報告、再発防止策の徹底等を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年12月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
買 取 債 権
販 売 用 不 動 産
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
施 設 利 用 権
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金 ・ 敷 金
そ の 他

3,926,058
1,116,713

127,169
1,134

2,867,096
163,610
68,978

266,858
86,496

△771,999
2,294,425

61,235
7,991

573
41,519
11,150
16,850

6,429
9,600

821
2,216,339
1,985,420

150,630
80,288

流 動 負 債 2,043,027
買 掛 金 1,378
短 期 借 入 金 1,810,000
未 払 金 93,688
リ ー ス 債 務 21,518
未 払 法 人 税 等 19,164
預 り 金 34,942
賞 与 引 当 金 16,400
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 14,179
そ の 他 31,754

固 定 負 債 913,909
リ ー ス 債 務 31,243
繰 延 税 金 負 債 43,224
退 職 給 付 に 係 る 負 債 214,655
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 589,855
預 り 保 証 金 21,467
資 産 除 去 債 務 10,711
そ の 他 2,751

負 債 合 計 2,956,937
純 資 産 の 部

科　　目 金　　額
株 主 資 本 3,164,987

資 本 金 1,084,500
資 本 剰 余 金 806,840
利 益 剰 余 金 1,276,814
自 己 株 式 △3,167

その他の包括利益累計額 98,559
その他有価証券評価差額金 98,559

非 支 配 株 主 持 分 －
純 資 産 合 計 3,263,546

資 産 合 計 6,220,483 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,220,483
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 2,154,360
売 上 原 価 1,840,714

売 上 総 利 益 313,645
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 564,566

営 業 損 失 △250,920
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,615
家 賃 収 入 10,502
投 資 事 業 組 合 利 益 65,106
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 497,657
保 険 配 当 金 3,425
設 備 賃 貸 料 16,296
そ の 他 2,807 601,411

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11,155
家 賃 原 価 2,200
そ の 他 1,930 15,286
経 常 利 益 335,204

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 335,204
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △252,590
法 人 税 等 調 整 額 12,052 △240,538
当 期 純 利 益 575,742
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 575,742

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 1 9 年 1 月 1 日 期 首 残 高 1,084,500 806,840 743,668 △3,167 2,631,841

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △42,596 ― △42,596

親会社株主に帰属する当期純利益 ― ― 575,742 ― 575,742

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 533,146 ― 533,146

2019年12月31日期末残高 1,084,500 806,840 1,276,814 △3,167 3,164,987

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

その他の包括
利 益 累 計 額
合 計

2 0 1 9 年 1 月 1 日 期 首 残 高 63,555 63,555 ― 2,695,397

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △42,596

親会社株主に帰属する当期純利益 ― ― ― 575,742

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 35,003 35,003 ― 35,003

連結会計年度中の変動額合計 35,003 35,003 ― 568,149

2019年12月31日期末残高 98,559 98,559 ― 3,263,546

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2019年12月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
買 取 債 権
販 売 用 不 動 産
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
車 両 運 搬 具
器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
リ ー ス 資 産
施 設 利 用 権
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
差 入 保 証 金 ・ 敷 金
投 資 不 動 産
そ の 他

3,345,033
553,617
129,165

1,134
2,867,096

144,200
34,685
69,231

266,858
51,042

△771,999
2,784,634

60,937
7,693
8,246
2,903

573
41,519
16,850

6,429
9,600

821
2,706,846
1,971,967

504,559
150,030
78,177
2,111

流 動 負 債 2,282,943
買 掛 金 1,378
短 期 借 入 金 2,060,000
リ ー ス 債 務 21,518
未 払 金 93,629
未 払 法 人 税 等 10,200
未 払 費 用 3,663
未 払 消 費 税 26,207
預 り 金 34,940
賞 与 引 当 金 16,400
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 14,179
そ の 他 826

固 定 負 債 912,180
リ ー ス 債 務 31,243
退 職 給 付 引 当 金 214,655
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 589,855
繰 延 税 金 負 債 43,168
預 り 保 証 金 20,887
資 産 除 去 債 務 9,617
そ の 他 2,751

負 債 合 計 3,195,124
純 資 産 の 部

科　　目 金　　額
株 主 資 本 2,834,462

資 本 金 1,084,500
資 本 剰 余 金 806,840

資 本 準 備 金 271,125
そ の 他 資 本 剰 余 金 535,715

利 益 剰 余 金 946,289
そ の 他 利 益 剰 余 金 946,289

別 途 積 立 金 100,000
繰 越 利 益 剰 余 金 846,289

自 己 株 式 △3,167
評 価 ・ 換 算 差 額 等 100,081

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 100,081
純 資 産 合 計 2,934,543

資 産 合 計 6,129,667 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,129,667
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,734,351
売 上 原 価 1,447,696

売 上 総 利 益 286,654
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 557,318

営 業 損 失 △270,663
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,282
家 賃 収 入 10,502
投 資 事 業 組 合 利 益 562,763
保 険 配 当 金 3,425
設 備 賃 貸 料 16,554
そ の 他 1,814 600,343

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11,266
家 賃 原 価 2,200
そ の 他 1,930 15,397
経 常 利 益 314,282

税 引 前 当 期 純 利 益 314,282
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △260,271
法 人 税 等 調 整 額 12,060 △248,210
当 期 純 利 益 562,493

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 25 －

損益計算書



2020/03/02 11:54:31 / 19591246_株式会社山田債権回収管理総合事務所_招集通知（Ｃ）

株主資本等変動計算書

（2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

2019年1月1日期首残高 1,084,500 271,125 535,715 806,840 100,000 326,391 426,391 △3,167 2,314,564
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △42,596 △42,596 － △42,596
当 期 純 利 益 － － － － － 562,493 562,493 － 562,493
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 (純 額 )

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － － 519,897 519,897 － 519,897
2019年12月31日期末残高 1,084,500 271,125 535,715 806,840 100,000 846,289 946,289 △3,167 2,834,462

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証

券評価差額金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2019年1月1日期首残高 65,638 65,638 2,380,203
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △42,596
当 期 純 利 益 － － 562,493
株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 (純 額 )

34,442 34,442 34,442

事業年度中の変動額合計 34,442 34,442 554,340
2019年12月31日期末残高 100,081 100,081 2,934,543

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年２月19日
株式会社山田債権回収管理総合事務所

取締役会　御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 辻 村 和 之 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 　 辻 　 竜 太 郎 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社山田債権回収管理総合事務所の2019年
１月１日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社山田債権回収管理総合事務所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年２月19日
株式会社山田債権回収管理総合事務所

取締役会　御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 辻 村 和 之 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 　 辻 　 竜 太 郎 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社山田債権回収管理総合事務所の
2019年１月１日から2019年12月31日までの第39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2019年１月１日から2019年12月31日までの第39期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下の通り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取
締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの
判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につい
て検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。
２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社
の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかに
ついての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。
⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2020年２月25日
株式会社山田債権回収管理総合事務所　監査役会

常 勤 監 査 役 江 尻 秀 行 ㊞
社 外 監 査 役 安 藤 　 匡 ㊞
社 外 監 査 役 小 松 誠 志 ㊞

以　上

－ 30 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、業績・配当性向を総合的

に勘案しながら安定的かつ継続的な配当の維持を基本方針としております。また、内部留保資金
につきましては、企業体質の強化を図り将来の事業拡大のために活用していく方針であります。

この配当政策に基づき慎重に検討しました結果、第39期の期末配当につきましては、安定配当
を維持するという基本方針と、株主の皆様の日頃のご支援にお応えする必要があること等を考慮
いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
①　配当財産の種類

金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は42,596,330円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2020年３月30日といたしたいと存じます。

－ 31 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６

名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

や ま

山
だ

田
あ き

晃
ひ さ

久
(1946年６月８日生)

1981年10月 当社（当時　山田測量設計株式会社）設
立　代表取締役（現任）

1,494,800株

（重要な兼職の状況）
司法書士法人山田合同事務所社員
土地家屋調査士法人山田合同事務所社員
株式会社山田資産コンサル代表取締役
有限会社ヤマダ代表取締役
ワイエスインベストメント株式会社代表取締役
株式会社山田エスクロー信託取締役会長
株式会社山田知財再生代表取締役
山田事業承継・Ｍ＆Ａ株式会社代表取締役
一般社団法人全国サービサー協会理事長
特定非営利活動法人こくみん再生支援ネットワーク
代表理事

(取締役候補者とした理由)
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、1981年当社設立以来、代表取締役として当社

の経営戦略の決定、当社グループの事業拡大を推進してまいりました。今後も当社経営を担うこと
が期待されるため、引続き取締役候補者としました。

－ 32 －

取締役選任議案
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候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

よ ね

米
た

田
 

　
ゆたか

豊
(1954年４月25日生)

1978年 ４月 株式会社日本債券信用銀行（現　株式会
社あおぞら銀行）入行

4,000株

2005年 ９月 あおぞら債権回収株式会社代表取締役
2009年 ７月 当社入社
2010年 １月 当社営業副本部長 兼 東京支店長
2010年 ３月 当社取締役営業副本部長 兼 東京支店長

（現任）
（重要な兼職の状況）

司法書士法人山田合同事務所顧問
土地家屋調査士法人山田合同事務所顧問

(取締役候補者とした理由)
金融業界、サービサー業界における豊富な経験を活かし、当社の取締役としてサービサー部門の

指揮を執っております。当社の経営理念を実現し、事業戦略を実行できると判断し、引続き取締役
候補者としました。

３

た

田
な か

中
み つ

光
ゆ き

行
(1976年６月11日生)

2000年 ４月 帝人株式会社入社

1,300株

2008年 ３月 当社入社
2010年 ４月 当社総務部総務課長代理
2012年 ４月 当社総務部総務課長
2016年 ４月 当社総務部次長
2018年 ３月 当社取締役管理本部長 兼 総務部長（現

任）、個人情報保護管理担当（現任）、
コンプライアンス担当（現任）

（重要な兼職の状況）
ワイエスインベストメント株式会社取締役
株式会社山田知財再生取締役
株式会社ワイ・エス・シー監査役

(取締役候補者とした理由)
幅広い分野での実務経験と実績を有し、現在は当社の取締役として、経理・総務・人事を担当し、

管理部門の指揮を執っております。今後の事業展開の中で当社グループの事業成長と企業価値向上
に寄与する適切な人材と判断し、引続き取締役候補者としました。

－ 33 －

取締役選任議案
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候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

※４

し ん

新
か わ

川
よ う

洋
じ

司
(1963年４月23日生)

1986年 ４月 株式会社日本債券信用銀行（現　株式会
社あおぞら銀行）入行

―株
2010年 ９月 あおぞら債権回収株式会社取締役
2019年 ５月 当社入社　サービサー推進部長（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社山田資産コンサル取締役
(取締役候補者とした理由)

金融業界、サービサー業界において長年にわたり債権の管理回収業務に携わってこられ、培った
豊富な実務経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、取締役候補者としました。

５

お お

大
た に

谷
あ き

明
ひ ろ

弘
(1971年12月22日生)

2001年10月 東京弁護士会登録

―株

2001年10月 清水総合法律事務所（現　みずきパート
ナーズ法律事務所）入所

2009年 ３月 当社社外取締役（現任）
2010年 １月 大谷総合法律事務所開設　所長
2010年 ３月 大谷・佐々木法律事務所（現　大谷・

佐々木・棚田法律事務所）　パートナー
弁護士（現任）

（重要な兼職の状況）
大谷・佐々木・棚田法律事務所パートナー弁護士

(社外取締役候補者とした理由)
弁護士として豊かな経験と見識を有しており、社外取締役として客観的な視点から、当社経営に

対する監督を行っていただいており、コーポレート・ガバナンスの充実を図る当社の社外取締役と
して適任と考え、引続き社外取締役候補者としました。なお、同氏は過去に社外役員となること以
外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として中立的な観点から会社を経営
する役割にはむしろ好ましいとの認識から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断い
たしました。

－ 34 －

取締役選任議案
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候 補 者
番 　 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

６

ご ん

権
だ

田
しゅう

修
い ち

一
(1966年８月14日生)

2000年 ４月 第二東京弁護士会登録
鳥飼総合法律事務所入所

―株

2008年 １月 同所パートナー弁護士
2018年 ４月 青山学院大学大学院法学研究科（ビジネ

ス法務専攻）非常勤講師（事業再生法
務）（現任）

2018年 ４月 東京富士法律事務所入所　パートナー
弁護士（現任）

2019年３ 月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）

東京富士法律事務所パートナー弁護士
(社外取締役候補者とした理由)

弁護士として特に債権回収、事業承継、M&A、事業再生等、当社の事業分野における豊富な実務
経験と見識を有するとともに企業法務にも精通しており、社外取締役としてそれらを当社のコーポ
レート・ガバナンスの強化に活かしていただいているため、引続き社外取締役候補者としました。
なお、同氏は会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として中立的な観点から会社を経
営する役割にはむしろ好ましいとの認識から、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断
いたしました。

（注）１．※は、新任の取締役候補者であります。
２．取締役候補者山田晃久氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。

同氏は、司法書士法人山田合同事務所の社員を兼務し、当社と同法人は労働者派遣業務に係る契約を
締結しており、当社と同法人の間には労働者派遣業務取引及びその派遣労働者に係る経費等の立替取引
があります。

同氏は、土地家屋調査士法人山田合同事務所の社員を兼務し、当社と同法人は労働者派遣業務に係る
契約を締結しており、当社と同法人の間には労働者派遣業務取引及びその派遣労働者に係る経費等の立
替取引があります。

同氏は、株式会社山田資産コンサルの代表取締役を兼務し、当社と同社は労働者派遣業務に係る契約
を締結しており、当社と同社の間には労働者派遣業務取引及びその派遣労働者に係る経費等の立替取引
があります。

同氏は、株式会社山田エスクロー信託の取締役会長を兼務し、当社と同社は労働者派遣業務に係る契
約を締結しており、当社と同社の間には労働者派遣業務取引及びその派遣労働者に係る経費等の立替取
引があります。

３．その他の各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

－ 35 －

取締役選任議案
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４．大谷明弘氏及び権田修一氏は、社外取締役候補者であります。
５．当社は大谷明弘氏及び権田修一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両

氏が再任された場合は、当社は引続き両氏を独立役員とする予定であります。
６．大谷明弘氏及び権田修一氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、

本総会の終結の時をもって、大谷明弘氏は11年、権田修一氏は１年となります。

－ 36 －

取締役選任議案
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いする

ものであります。
また本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（ 生 　 年 　 月 　 日 ）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

よ し

吉
だ

田
ひ ろ

宏
つ ぐ

次
(1970年10月28日生)

1994年 ９月 増山雅久税理士事務所（現　税理士法人トップ
会計事務所）入所

―株

1996年 ４月 中央クーパースアンドライブランド国際税務
事務所（現　ＰｗＣ税理士法人）入所

1997年 ３月 税理士登録
1998年 ４月 東京シティ法律税務事務所（現　税理士法人東

京シティ税理士事務所）入所
1999年 ２月 株式会社タクトコンサルティング（現　税理士

法人タクトコンサルティング）入所
2001年 １月 増山雅久税理士事務所（現　税理士法人トップ

会計事務所）入所
2002年 ４月 税理士法人トップ会計事務所社員（現任）、同

品川支店長
2004年 ４月 同新宿支店長（現任）
（重要な兼職の状況）

税理士法人トップ会計事務所社員
（補欠の社外監査役候補者とした理由）

税理士としての財務会計に関する高度な専門的知識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査
に反映していただきたいためであります。なお、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上記の
理由のとおり、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．吉田宏次氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

－ 37 －

補欠監査役選任議案
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第４号議案　会計監査人選任の件
当社の会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任

されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
監査役会がRSM清和監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人を起用することで新たな

視点での監査が期待できること、同監査法人が当社の業界についての監査経験を有していること、加えて
同監査法人が会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制を有していること等を総合的に
勘案した結果、適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。
（2020年１月１日現在）

名 称 RSM清和監査法人
事 務 所 東京事務所　　　東京都千代田区飯田橋一丁目３番２号

曙杉館４階
神戸事務所　　　兵庫県神戸市中央区海岸通８番

神港ビルヂング１階
沿 革 2004年 ３月　　設立

2009年11月　　RSM　Internationalと業務提携
概 要 資本金　　　　　　　　　　　　　　　32百万円

構成人員　社員（公認会計士）　　　　　　11名
　　　　　職員（公認会計士）　　　　　　19名
　　　　　　　（公認会計士試験合格者等）15名
　　　　　　　（その他職員）　　　　　　16名
　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　61名
関与会社数　　　　　　　　　　　　　　　89社

－ 38 －

会計監査人選任議案
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第５号議案　取締役の報酬額決定の件
第２号議案の取締役６名選任の件のご承認可決を条件に、本年度の各取締役の報酬額につきまして

は、前年実績等を勘案し、以下のとおりとすることにつき、ご承認をお願いするものであります。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといた

したいと存じます。
役 職 氏 名 役 員 報 酬 （ 年 額 ） 備 考

代 表 取 締 役 社 長 山 田 晃 久 90,000千円以内

取 締 役 米 田 　 豊 30,000千円以内

取 締 役 田 中 光 行 30,000千円以内

取 締 役 新 川 洋 司 30,000千円以内

取 締 役 大 谷 明 弘 30,000千円以内 社外取締役

取 締 役 権 田 修 一 30,000千円以内 社外取締役

役職につきましては、選任後の取締役会で決定の予定であります。
当社代表取締役山田晃久氏は、2008年９月１日付で司法書士法人山田合同事務所（以下、単に「司

法書士法人」という）及び土地家屋調査士法人山田合同事務所（以下、単に「土地家屋調査士法人」
という）の社員に就任しており、両法人に対し出資を行っております。

当社は2013年９月１日より、司法書士法人及び土地家屋調査士法人への派遣事業を再開し、当事
業年度において同各法人に対し総額1,088,947千円（売上高）の取引があります。

第６号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により退任されます取締役山﨑祐民氏に対し、在任中の労に報い

るため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく
存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会によることにご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

山 﨑 祐 民
2007年 ３月 当社取締役営業副本部長
2010年 ２月 当社取締役統括本部長 兼 営業本部長
2018年 ３月 当社常務取締役統括本部長 兼 営業本部長（現任）

以　上

－ 39 －

役員報酬額改定議案、退職慰労金贈呈議案
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株主総会会場ご案内図
会　場　神奈川県横浜市西区北幸一丁目３番23号
　　　　横浜ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ　４階「清流」
　　　　電話番号　045-411-1111（代表）

■地上図

ヨドバシカメラ

モアーズ

ＮＴＴ

内海橋

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ

2階入口
歩道橋

西口バスターミナル
交番

西口地下街へ

横浜駅西口

髙島屋

横浜駅

みなみ
通路 JR線 横浜駅

東急東横線
みなとみらい線 横浜駅

横浜駅京急線

北通路
至東京

▼YCAT

中央通路

ジョイナス

相鉄線

横浜市営地下鉄  横浜駅

首
都
高
速
三
ツ
沢
線

■地下図
B1F 入口 ヨドバシカメラ

横浜駅

高島屋

中央広場

中央モール

横浜駅西口

ジョイナス

ジョイナス

■交通のご案内
ＪＲ・私鉄各線・横浜市営地下鉄
「横浜駅」西口より徒歩約５分

※横浜駅西口前の正面階段から地下街（ジョイ
ナス）を通り、横浜ベイシェラトンホテル＆
タワーズのＢ１Ｆ入口までお進みください。

※横浜駅は工事のため、一部変更になる場合が
あります。

※駐車場はご用意いたしておりませんので、ご
了承ください。

※新型コロナウイルスをはじめとする感染症拡大防止のため、ご出席の
株主の皆様には株主総会会場内にてマスク着用等をお願いする場合が
ございます。なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が
生ずる場合は、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図




